
○小野市公益通報に関する要綱 

平成２０年８月１日 

訓令第９号 

（目的） 

第１条 この要綱は、公益通報者保護法（平成１６年法律第１２２号。

以下「法」という。）の施行に伴い、公益に反する事態を是正するた

め正当な通報をした者が不利益な取扱いを受けないようにするととも

に、通報相談窓口を設置して公益のための通報の機会を拡充し、もっ

て透明で適法かつ公正な市政運営に資することを目的とする。 

（定義） 

第２条 この要綱において使用する用語の意義は、当該各号に定めると

ころとする。 

(1) 職員 地方公務員法（昭和２５年法律第２６１号）第３条第２  

項に規定する一般職に属する市の職員、同法第２２条の２第１項に

規定する会計年度任用職員及び同法第２２条の３に規定する臨時職

員並びにこれらであった者をいう。 

(2) 職員等 前号に定める職員、市の出資する団体の役員及び職員、

市から業務を受託し、又は請け負った事業者の役員及び従業員、地

方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２４４条の２第３項の規定

により市が指定した指定管理者の役員及び従業員並びにこれらであ

った者をいう。 

(3) 公益 市政の適法かつ公正な執行を通じて実現される社会一般

の利益をいう。 

(4) 公益通報 市政の適法かつ公正な執行を期するために、職員等 

により行われる通報をいう。 

(5) 通報者 職員等であって公益通報を行う者をいう。 

(6) 労働者等 法第２条第１項各号に掲げる者のうち職員等以外の

者 

(7) 外部公益通報 市が処分又は勧告等をする権限を有する対象事

実について、労働者等により行われる法第３条第２号に規定する公

益通報をいう。 

(8) 外部通報者 外部公益通報を行う者をいう。 

（公益通報） 



第３条 公益通報の対象は、市の事務事業、市の出資団体の出資目的に

係る事務事業又は市から事務事業を受託若しくは請け負った事業者に

おける当該事務事業に関する事実で次の各号のいずれかに該当するも

のとする。ただし、勤務条件に関する事案については、公益通報をす

ることができない。 

(1) 法令（条例、規則等を含む。）に違反する事実 

(2) 人の生命、健康、財産若しくは生活環境を害し、又はこれらに  

重大な影響を与えるおそれのある事実（前号に該当する事実及び他

の法令等により取扱いを定めているものを除く。） 

(3) 前２号に掲げるもののほか、これらに準じると認められる不当  

な事実 

２ 職員等は、前項各号に該当する事実があるときは、公益通報をする

ことができる。この場合において、公益通報は、文書（電磁的記録を

含む。以下同じ。）、電話、面談等により行うものとする。 

３ 通報者は、公益通報に際して、原則として実名により行わなければ

ならない。ただし、通報者にやむを得ない理由があるときは、匿名で

公益通報をすることができる。 

４ 公益通報は、市政運営の適正化に資するために行うものであり、誹

謗中傷、私利私欲等の不正な意図又は私憤、敵意等個人的な感情によ

って利用してはならない。 

（公益通報窓口） 

第４条 総務部総務課（以下「総務課」という。）に相談窓口を設置し、 

総務課に属する職員のうちから総務部長が指名した者（以下「相談員」 

という。）が職員等からの公益通報を受け付ける。 

（相談員による受付） 

第５条 相談員は、前条の規定に基づき公益通報を受けたときは、通報

者の氏名及び公益通報の事実を把握するとともに、通報者からの相談

に応じるものとする。 

２ 相談員は、通報者からの相談後、当該公益通報について書面に記入

し、通報者の同意を得て、速やかに総務課長へ報告するものとする。  

３ 総務課長は、相談員から報告があったときは、次の各号のいずれか

に該当するときを除き、次条に規定する公益通報委員会へ報告するも

のとする。 



(1) 公益通報に該当しないことが明らかであるとき。 

(2) 当該公益通報に係る事実がないことが明らかであるとき。  

（公益通報委員会） 

第６条 通報に関する事実を調査し、当該通報に係る事実の中止その他

是正のための必要な措置を提言するため、公益通報委員会（以下「委

員会」という。）を設置する。 

２ 委員会は、副市長、総務部長、総務課長その他公益通報に関係する

部長及び課長をもって構成する。 

３ 委員会に委員長をおき、副市長をもって充てる。 

４ 委員長は、委員会の会務を統括し、委員会を代表する。 

５ 委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、委員長があ

らかじめ指定した委員がその職務を代行する。 

６ 委員会の庶務は、総務課において処理する。 

（会議） 

第７条 委員長は、通報の事実を審議するときその他必要に応じて会議

を招集し、その議長となる。 

２ 委員長は、必要があると認めるときは、関係者の出席を求めること

ができる。 

（委員会による調査） 

第８条 委員会は、公益通報の内容を受理すると決定したときは、委員

を指名して調査をさせることができる。 

２ 調査を命じられた委員は、調査の実施に当たっては、通報等に関す

る秘密が保持されるよう十分に配慮し、必要かつ相当と認められる方

法で行わなければならない。 

３ 前項の調査に当たっては、市及び職員等は、これに協力しなければ

ならない。 

４ 前項の規定により調査に協力した者は、調査結果が公表されるまで

の間、調査に協力した事実を漏らしてはならない。 

５ 委員長は、特別の事情があるときは、弁護士等の第三者に調査を依

頼することができる。 

（通報者への報告等） 

第９条 委員長は、前条第１項の規定により調査が行われることとなっ

た場合はその旨、着手の時期及び調査に要する期間の見通しを、調査



が行われないこととなった場合はその旨及び理由を、通報者に対し、

速やかに通知しなければならない。ただし、匿名による通報者に対し

ては、この限りではない。 

２ 委員長は、通報者に対し、調査の実施状況を適時報告するものとす

る。 

（調査結果の報告） 

第１０条 調査の結果、当該公益通報に係る事務事業に関し、違法また

は不当な事実があると認めるときは、委員長は、市長に対し、その旨

を報告するとともに、これを証する資料を市長に提出しなければなら

ない。 

２ 調査の結果、当該公益通報に係る事務事業に関し、違法又は不当な

事実が判明しないときは、委員長は、その旨を市長に報告しなければ

ならない。 

３ 前２項の規定にかかわらず、通報者の氏名は、原則としてこれを報

告しない。ただし、特に必要があると認める場合においてあらかじめ

本人の同意を得たとき又は本人から特に依頼があった場合には、氏名

を報告することができる。 

４ 委員長は、調査の結果を通報者に報告しなければならない。ただし、

匿名による通報者に対しては、この限りではない。 

（改善等の措置） 

第１１条 市長は、委員会の通知を受けたときは、事案に応じて情報の

内容を精査した上で、情報の一部又は全部を公表するとともに、必要

に応じて告訴又は告発をするほか、再発防止のために必要な措置をと

らなければならない。 

２ 市長が前項の規定による措置を行う場合は、委員会の意見を尊重し

なければならない。 

（不利益取扱いの禁止等） 

第１２条 通報者は、正当な公益通報をしたことによって人事、給与そ

の他の職員の勤務条件の取扱いについていかなる不利益な取扱いも受

けない。 

２ 通報者に関する氏名、所属など個人を特定する情報は、これを非公

開とする。ただし、本人の同意があるときは、この限りではない。  

３ 正当な公益通報をしたことを理由として不利益取扱いを受けた通報



者は、その旨を第６条に規定する委員会に通報することができる。こ

の場合において、正当な公益通報をした通報者がそれ以後に受けた不

利益取扱いは、特段の事由がない限り、当該公益通報をしたことを理

由としてされたものと推定する。 

４ 市長は、公益通報の処理が終了した後、通報者に対し、公益通報し

たことを理由とした不利益な取扱い又は嫌がらせ等不当な取扱いが行

われていないかを適宜確認するなど、通報者の保護に十分な措置を行

うものとする。 

（市長の責務） 

第１３条 市長は、通報者が前条第１項の不利益取扱いを受けたとき又

は受けるおそれがあると認めるときは、その改善又は防止のため必要

な措置を講じるものとする。 

２ 市長は、通報者が通報に係る事実に関与した者であるときは、懲戒

処分を減軽することができる。 

３ 市長は、通報に係る事実がないことが判明した場合に関係者の名誉

が害されたと認めるときは、事実関係の公表等関係者の名誉を回復す

るため適切な措置を講じるものとする。 

（外部公益通報窓口） 

第１４条 外部公益通報の窓口は、通報しようとする対象事実に関し処

分、勧告等を担当する部署（以下「担当課」という。）とする。ただ

し、外部通報者において担当課が明らかでないときは、総務課を窓口

とする。 

２ 外部通報者は、外部公益通報を行うときは、次に掲げる事項を記載

した文書を第１項の窓口へ提出するものとする。ただし、通報しよう

とする対象事実が生じ、又はまさに生じようとしていることが明らか

である場合は、この限りでない。 

(1) 外部通報者の住所、氏名及び連絡先 

(2) 通報する対象事実の内容 

(3) 通報する対象事実が生じ、又はまさに生じようとしていると思  

料する理由 

(4) 通報する対象事実について法令に基づく措置その他適当な措置  

がとられるべきと思料する理由 

３ 第１項において総務課が受け付けた場合は、担当課へ引き継ぐもの



とし、担当課が受け付けた場合は、外部公益通報を受け付けた旨を総

務課へ報告するものとする。 

（外部公益通報の受付） 

第１５条 外部公益通報を受け付け、又は引き継いだ担当課は、内容を

確認し、法に基づく公益通報として受理する場合は当該公益通報を受  

理した旨を、受理しない場合（情報提供として受け付ける場合を含む。）  

は当該公益通報を受理しない旨及びその理由を外部通報者に通知する

ものとする。ただし、外部公益通報者が望まない場合、連絡先が不明

である場合その他やむを得ない理由がある場合は、この限りでない。  

２ 通報のあった対象事実について、他の行政機関が処分又は勧告等を

する権限を有する場合は、当該行政機関を外部通報者に対し教示する。 

（調査の実施） 

第１６条 担当課は、外部通報を受理したときは、必要な調査を行わな

ければならない。 

２ 前項の調査の実施に当たっては、通報等に関する秘密が保持される

よう十分に配慮し、必要かつ相当と認められる方法で行わなければな

らない。 

 （是正措置） 

第１７条 担当課は、前条の調査の結果、法令に基づく措置その他適切  

な措置が必要と認める場合は、速やかに当該措置をとらなければなら

ない。 

２ 担当課は、前条の調査の結果を外部通報者に報告するものとする。

ただし、外部公益通報者が望まない場合、連絡先が不明である場合そ

の他やむを得ない理由がある場合は、この限りでない。 

（公益通報の処理に従事する者の責務） 

第１８条 公益通報の処理の業務に従事する者は、通報者の個人情報そ

の他公益通報に関する秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後

も同様とする。 

２ 公益通報の処理の業務に従事する者は、第三者の正当な利益及び公

共の利益を害することのないように努めなければならない。 

３ 公益通報の処理の業務に従事する者は、自己が関係する公益通報の

処理に関与してはならない。 

（運用上の注意） 



第１９条 市長は、この要綱を運用するに当たっては、通報者（外部通

報者を含む。以下同じ。）その他関係者の人権が不当に侵害されるこ

とのないように十分に配慮しなければならない。 

２ 通報者に関する情報は、非公開とする。 

（運用状況の公表） 

第２０条 市長は、この公益通報制度の通報件数等の運用状況について

公表するものとする。 

２ 前項の規定による公表の方法は、市ホームページに掲載して行うも

のとする。 

（記録管理） 

第２１条 公益通報の記録及び関係資料については、通報者の秘密保持

に配慮し、適切な方法で管理しなければならない。 

（職員への周知） 

第２２条 市長は、職員に対する研修の実施その他適切な方法により、

公益通報の処理の制度について周知を図るものとする。 

（補則） 

第２３条 この要綱に定めるもののほか、公益通報に関し必要な事項は、

市長が別に定める。 

 

附 則 

この要綱は、平成２０年１０月１日から施行する。 

附 則（平成２４年７月３１日訓令第５号） 

この要綱は、示達の日から施行する。 

附 則（令和２年３月３１日訓令第３号） 

この要綱は、令和２年４月１日から施行する。 

  附 則（令和８年３月３１日訓令第２号） 

この要綱は、示達の日から施行する。 


